
国民健康保険の現状と課題

平成23年7月26日
厚生労働省保険局国民健康保険課



１．市町村国保の構造的な問題
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⑤財政運営が不安定になるリスクの高い
小規模保険者の存在

●被保険者数最大：９４万人（神奈川県横浜市）
みくらしま

●被保険者数最小：９２人（東京都御蔵島村）

●一人当たり保険料の都道府県内格差
最大：２．５倍（東京都） 最小：１．３倍（富山県）

●一人あたり医療費の都道府県内格差
最大：２．７倍（沖縄県） 最小：１．２倍（栃木県）

●一人あたり所得の都道府県内格差
最大：１０．５倍（北海道） 最小：１．４倍（大分県）

●収納率の都道府県内格差
最大：20.69％（群馬） 最小：6.79％（島根県）

⑥市町村間の格差
②所得水準が低い

●被保険者１人当たり所得総額：９５．６万円

●無所得世帯割合：２６．３％

●保険料軽減世帯割合： ４０．６％

⑦一般会計繰入・繰上充用

●市町村による法定外繰入額：約３,６００億円
うち決算補てん等の目的 ：約３,１００億円

●繰上充用額：約１,８００億円

①年齢構成が高い、長期療養者が多いなどの
ため、医療費水準が高い

●平均年齢：
国保（49.5歳）、
健保組合（33.9歳）、協会けんぽ（36.2歳）

●一人あたり医療費：
国保（29.0万円）、
健保組合（13.3万円）、協会けんぽ（15.2万円）

④保険料（税）の収納率低下

●収納率：平成11年度 91.4％ → 平成21年度 88.0％

●最高収納率：１００％（１０村、２広域連合）
やちまたし

●最低収納率：７７．２％（千葉県八街市）

③保険料負担が重い

●加入者一人当たり保険料／加入者一人当たり所得
市町村国保（10.5％）、
健保組合（5.9％）、協会けんぽ（ 8.7％ ）
※健保は本人負担分のみの推計値

市町村国保の構造的な問題
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財政基盤の強化

広域化の推進

① 広域化等支援方針の策定（Ｈ２２～）

保険料徴収の強化

③ 収納対策緊急プランの策定（Ｈ１７）

③平成２２年通常国会で国保財政基盤強化策を４年間延長
・ 高額医療費共同事業・・・高額な医療費の発生が国保財政に与える影響を緩和
・ 保険財政共同安定化事業・・・ 〃 、市町村国保の保険料（税）の平準化
・ 保険者支援制度・・・低所得者を多く抱える保険者を財政的に支援
・ 財政安定化支援事業・・・市町村への地方財政措置（1,000億円）

③事業運営・財政運営の広
域化の推進

①低中所得層の保険料の
軽減

医療費の適正化

③ 医療費通知、レセプト点検等の実施

②財政基盤の強化

④収納対策の強化

⑤医療費適正化の更なる
推進

これまでの対応 今後の課題
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①調整交付金による財政調整（7,300億円）

②被用者保険との財政調整（前期高齢者交付金 ３兆円）

④保険料の軽減
・ 保険料軽減制度（７・５・２割軽減等）
・ 非自発的失業者の保険料軽減制度

② 国保保険財政共同安定化事業の拡充（Ｈ２２～）
③ 広域化等支援基金の活用促進（Ｈ２２～）
④ 国保連による共同事務処理の推進

① 賦課限度額の引上げ
② 国保料（税）の年金特別徴収（Ｈ２０）

① 医療費適正化計画等の策定
② 特定健診・保健指導等の実施
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感染症及び寄生虫症 新生物
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 内分泌，栄養及び代謝疾患
精神及び行動の障害 神経系の疾患
眼及び付属器の疾患 耳及び乳様突起の疾患
循環器系の疾患 呼吸器系の疾患
消化器系の疾患 皮膚及び皮下組織の疾患
筋骨格系及び結合組織の疾患 腎尿路生殖器系の疾患
妊娠，分娩及び産じょく 周産期に発生した病態
先天奇形，変形及び染色体異常 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
損傷，中毒及びその他の外因の影響 特殊目的用コード

年齢階級別加入者１人当たり入院医療費 － 国保と健保の比較－

組合健保国民健康保険
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・精神及び行動の障害（茶）
・神経系の疾患（紺）

（注）1人当たり入院医療費は、入院及び食事・生活療養に係る分である。 5
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７５歳未満人口規模別市区町村数の将来推計
人口減少に伴い、７５歳未満人口が１万人以下の市区町村数が増加する見通し

（注）「日本の市区町村別将来推計人口（平成20年12月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）を基に作成したものであり、
平成20（2008）年12月1日現在の市区町村（1,805市区町村）を対象としている。
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法定外一般会計繰入額と前年度繰上充用の推移

※繰上充用額は、前年度繰上充用額を充用した年度に表示している。

（億円）
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年度 法定外一般会計繰入額 繰上充用額 合計
14 3,680 987 4,667
15 3,831 1,176 5,007
16 3,855 1,160 5,015
17 3,858 1,280 5,138
18 3,618 1,412 5,030
19 3,804 1,714 5,518
20 3,671 1,833 5,504
21 3,592



法定外一般会計繰入の状況（21年度）

・ 平成２１年度の市町村国保の単年度収入は１２兆５，９１５億円

・ 法定外の一般会計繰入は３，５９２億円であるが、保険給付以外の支出である保健事業や直営診療施設等の繰入を除いた額（３，１４４億円）
の内訳を示している。（単年度収入の２．５％）

・ 「保険料（税）の負担緩和を図るため」とは、保険料水準全体を抑制する場合、「地方単独の保険料（税）の免除・軽減額に充てるため」とは、被
保険者の所得等に応じて独自に減免する場合をいう。
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【法定外一般会計繰入の理由】

保険料(税)の負担

緩和を図るため

1,007億円、27%

地方単独の保険料(税)
軽減に充てるため

71億円、2%
単年度の決算補填のた

め

1,267億円、40%

累積赤字補填のため

105億円、4%

地方独自事業の医療給

付費波及増等に充てる

ため

262億円、8%

任意給付費に充てるた

め

31億円、1%

医療費の増加

369億円、12%

その他

29億円、1%



（出所） 国民健康保険事業年報 （ただし、平成21年度は速報値である。）
（注意） 一般会計繰入額（法定外）とは、定率負担等の法定繰入れ分を除いたものである。（百円未満は四捨五入）
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1人当たり法定外一般会計繰入金

１人当たり繰入金が１万円を超えるのは、「埼玉・東京・神奈川・愛知」 と 「大阪・沖縄」
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（出所） 国民健康保険事業年報
（注意） 数値は平成21年度の速報値である。 10

前年度繰上充用の状況（平成21年度）



２．社会保障と税の一体改革



社会保障改革に係る検討体制

政府・与党社会保障改革検討本部

本部長：菅内閣総理大臣 本部長代理：枝野内閣官房長官
与謝野社会保障・税一体改革担当大臣

（政府側構成員）
片山総務大臣、 野田財務大臣、 細川厚生労働大臣、 海江田経済産業大臣、
与謝野内閣府特命担当大臣(経済財政政策、少子化対策）、玄葉国家戦略担当大臣、
藤井内閣官房副長官、 福山内閣官房副長官、 細野内閣総理大臣補佐官、 峰崎内閣官房参与

（与党側構成員）
仙谷民主党代表代行、 岡田民主党幹事長、 玄葉民主党政策調査会長、
小沢民主党社会保障と税の抜本改革調査会会長代理、
平田民主党参議院幹事長、 藤村民主党幹事長代理、 長妻民主党筆頭副幹事長、
城島民主党政策調査会長代理、 一川民主党政策調査会長代理、
下地国民新党幹事長、 亀井国民新党政務調査会長、 田中新党日本代表

社会保障改革に関する有識者検討会

宮本太郎 北海道大学大学院法学研究科教授（座長）
駒村康平 慶應義塾大学経済学部教授 （副座長）
井伊雅子 一橋大学国際・公共政策大学院教授
土居丈朗 慶應義塾大学経済学部教授
大沢真理 東京大学社会科学研究所教授

社会保障・税に関わる番号制度に関する
実務検討会

与謝野社会保障・税一体改革担当大臣
藤井官房副長官、平野内閣府副大臣、末松内閣府副大臣
鈴木総務副大臣、小川法務副大臣、五十嵐財務副大臣、
大塚厚生労働副大臣、池田経済産業副大臣、
和田内閣府大臣政務官、細野内閣総理大臣補佐官、
峰崎内閣官房参与
（オブザーバー)
古本民主党税制改正ＰＴ事務局長
大串民主党社会保障と税の抜本改革調査会事務局長
亀井国民新党政務調査会長
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１ 社会保障改革の基本的考え方 （略）

２ 改革の優先順位と個別分野における具体的改革の方向

（１） 改革の優先順位
① 子ども・子育て支援、若者雇用対策
② 医療・介護等のサービス改革
③ 年金改革
④ 制度横断的課題としての「貧困・格差対策（重層的セーフティネット）」「低所得者対策」

についてまず優先的に取り組む。

社会保障・税一体改革成案（抜粋）①

Ⅰ 社会保障改革の全体像

平成23年６月30日
政府・与党社会保障改革本部決定

社会保障と税の一体改革については、平成22 年10 月に政府・与党社会保障改革検討本部を設置し、以
来、同年11 月から12 月にかけて社会保障改革に関する有識者検討会を開催、本年2 月から6 月にかけては

社会保障改革に関する集中検討会議を開催するなど、精力的に議論を進めてきた。また、この間、与党（民
主党・国民新党）においても、民主党社会保障と税の抜本改革調査会等において議論を深め、報告の取りま
とめ等を行ってきた。

本成案は、「社会保障改革の推進について」（平成22年12月14日閣議決定）（別紙１）に基づき、政府・与党

におけるこれらの集中的な検討の成果をもとに、社会保障と税の一体改革の具体的方向について取りまとめ
たものである。
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（２） 個別分野における具体的改革

＜個別分野における主な改革項目（充実／重点化・効率化）＞

Ⅰ 子ども・子育て （略）

Ⅱ 医療・介護等 （抜粋）

○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化などを図る。

社会保障・税一体改革成案（抜粋）②

Ⅳ 地方単独事業
○ 以上の改革の方向も勘案し、地方自治体は国費に関連する制度と相まって、地域の実情に応じて、

社会保障関係の地方単独事業を実施する。

a)  被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化
・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、 市町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政
基盤の強化

c)  高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化
・ 高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額負担等の併せた検討

d)  その他
・ 総合合算制度、高齢者医療制度の見直し、低所得者対策・逆進性対策等の検討
・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の見直し、国保組合の国庫補助の見直し、

高齢者医療費支援金の総報酬割導入、70～74 歳2割負担

Ⅲ ～Ⅴ （略）



ｃ ⾼度・⻑期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化
・ ⻑期⾼額医療の⾼額療養費の⾒直し
（⻑期⾼額医療への対応、所得区分の
⾒直しによる負担軽減等）による負担
軽減（〜1,300億円程度）
※ 見直しの内容は，機能強化と重点化の規模により変動

ｄその他
・ 総合合算制度（番号制度等の情報連携
基盤の導⼊が前提）
・ ⾼齢者医療制度の⾒直し（⾼齢者医療
制度改⾰会議のとりまとめ等を踏まえ、
⾼齢世代・若年世代にとって公平で納得
のいく負担の仕組み）
・ 低所得者対策・逆進性対策等の検討

○ 保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給
付の重点化、逆進性対策

・ 受診時定額負担等（⾼額療養費の⾒直し
による負担軽減の規模に応じて実施。
例えば、初診・再診時100円の場合、
▲1,300億円）

〜１兆円弱
程度 －

－

－

総合合算制度
〜０．４兆円程度

・ 介護納付⾦の総報酬割導⼊
（完全実施すれば▲1,600億円）

・ 軽度者に対する機能訓練等重度化予防に
効果のある給付への重点化

税制抜本改⾰ととも
に、2012年以降速や
かに法案提出

順次実施

総合合算制度：
2015年の番号制度
以降導⼊

・ 後発医薬品の更なる使⽤促進、医薬品の患
者負担の⾒直し（医薬品に対する
患者負担を、市販医薬品の価格⽔準も
考慮して⾒直す）
・ 国保組合の国庫補助の⾒直し
・ ⾼齢者医療費の⽀援⾦の総報酬割導⼊
・ 70〜74歳２割負担

Ⅱ

医
療
・
介
護
等

②

充実計
（2015年）

重点化・効率化計
（2015年）

１兆円程度
（改⾰の内容により変動）

（＝完全実施の場合▲1,600億円）
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〜０．５兆円程度
（改⾰の内容により変動）

医療・
介護②
⼩計

医療・
介護計

〜１．６兆円弱
程度

充実計
（2015年）

重点化・効率化計
（2015年）

〜２．４兆円程度
（改⾰の内容により変動）

〜１．２兆円程度
（改⾰の内容により変動）

〜２．３兆円
程度

〜０．３兆円程度
･･･被⽤者保険の

適⽤拡⼤、
総報酬割と
併せて検討

〜０．１兆円程度
･･･受診時定額

負担等と
併せて検討

ａ 被⽤者保険の適⽤拡⼤と 国保の財政基盤の安定化・強化・広域化
・ 短時間労働者に対する被⽤者保険の適⽤拡⼤

・市町村国保の財政運営の都道府県単位化
・財政基盤の強化
（低所得者保険料軽減の拡充等

（〜2,200億円程度））
※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によって変動

ｂ 介護保険の費⽤負担の能⼒に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、
保険給付の重点化
・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化
（〜1,300億円）

※ 財政影響は、機能強化と重点化の規模により変動

所要額（公費）
２０１５年

充実
（⾦額は公費（2015年））

重点化・効率化
（⾦額は公費（2015年））

所要額（公費）
２０２５年⼯程A B C D E

例えば雇用保険並びにまで拡大す
ると、約400万人

別紙２



高額療養費（低所得区分）に
関する財政支援

保険料額

７割軽減 ５割
２割

所得

３，８２０億円（２３年度予算）

検討中の「低所得者対策の強化」のイメージ

公費補てん保険者支援分

９５０億円（２３年度予算）

当該市町村の平均
保険料の１／２以内

公費補てん保険料軽減分

（国１／２、都道府県１／４、
市町村１／４）

（都道府県３／４、市町村１／４）

子供（高校生以下）の均等割の9割軽減

応益割の2割軽減世帯の対象拡大

２割軽減世帯に対する
保険者支援の拡充

条例に基づく保険料減免の制度化

高額医療費共同事業の国庫負担の別途確保
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非自発的失業者対策の公費負担の別途確保

応能割

応益割



本人一部負担金

　　　高額医療費共同事業規模　２，７７７億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準超過費用額　　４億円

前期高齢者交付金

（２７，６３４億円）

　　　保険基盤安定制度（保険者支援分）

　　　　　　　　　　（９４９億円）

　　　保険基盤安定制度（保険料軽減分）

　　　　　　　　（３，８１８億円）

県 ３／４市町村

１／４

県 １／６

国　１／２

（４７４億円）

市町村

１／４

県

１／４

１／６
市町村保険料　１／２

国 １／４

（６９４億円）

県

国 １／６
（４億円）

地方単独事業の波及増カット分（９１８億円）

保険料 財政調整交付金

１／４

（５，３６１億円）

保険料

１／２

（１７，８８０億円）

（３，６９４億円）

保険財政共同安定化事業

財政安定化支援事業

１，０００億円（地財措置）

都道府県財政調整交付金

保険料 療養給付費負担金

1/21/2

医療費等総額（８５，７０４億円）

(563)(131)

保険給付費
前期高齢者納付金
（交付金）調整後
５８，０７０億円

※６５～７４歳の前期高齢者納付金（交付金）の保険給付費調整後のイメージ図

療養給付費負担金、財政調整交付金及び基準超過費用額の国庫負担率
（１７，８８０億円＋５，３６１億円＋０．７億円）÷５８，０７０億円＝４０．０％

高額医療費共同事業負担金及び保険基盤安定制度を加えた国庫負担率
（１７，８８０億円＋５，３６１億円＋０．７億円＋６９４億円＋４７４億円）÷５８，０７０億円＝４２．０％ 17

市町村国保の保険給付費における国庫負担のイメージ図（２３年度当初予算ベース）



夫

妻

サービス
利用者負担
上限額まで
の窓口負担
支払い

介護・医療・障害・保育
サービス提供事業者

事業者Ａ

事業者Ｂ

世帯

○年 医療 介護 障害 保育 負担計 年収
負担限度
年収＊10％
（仮置き）

総合合算
給付費
（仮称）

夫 １０ １０ ０ ０ ２０ ２００

妻 １０ ０ ５ ０ １５ １００

世帯 ２０ １０ ５ ０ ３５ ３００ ３０ ５

各
制
度
の
実
施
主
体
の
情
報
連
携
に
よ
り
各
世
帯
の
自
己
負
担
の
状
況
を
集
約

給付の請求

給付の支払い

（所得情報）
市町村

（医療保険）
組合・協会・共済・
市町村

（後期高齢者医療）
広域連合

（障害者自立支援）
市町村

（保育・新システム）
市町村

（介護保険）
市町村・広域連合

「社会保障・税に関わる番号制度」をキーに世帯の自己負担の状況を把握

給付の支払い

給付の請求

支払機関

総合合算給付費
（仮称）の請求

総合合算給付費
（仮称）の支払い

総合合算制度
のための資金

自己負担に関する総合合算制度（仮称）のイメージ

18

平成23年５⽉23⽇
集中検討会議
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社会保障・税一体改革成案（抜粋）③

民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理等、社会保障財源のあり方に関する累次の報告や関
係法律の規定を踏まえ、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点
などから、社会保障給付に要する公費負担の費用は、消費税収（国・地方）を主要な財源として確保する。

Ⅲ 社会保障・税一体改革の基本的姿

１ 社会保障の安定財源確保の基本的枠組み

消費税収（国・地方）については、このうち国分が現在予算総則上高齢者三経費に充当されているが、今
後は、高齢者三経費を基本としつつ、「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに
少子化に対処するための施策に要する費用」（「社会保障四経費」、平成21 年度税制改正法附則104 条）

に充当する分野を拡充する。社会保障の安定財源確保に向けて、消費税収の規模とこれらの費用の関係
を踏まえ、国・地方合わせた消費税収の充実を図る。

（１） 消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保
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社会保障・税一体改革成案（抜粋）④

（３） 国・地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保

現行分の消費税収（国・地方）についてはこれまでの経緯を踏まえ国・地方の配分（地方分については現
行分の地方消費税及び消費税の現行の交付税法定率分）と地方分の基本的枠組みを変更しないことを
前提として、引上げ分の消費税収（国・地方）については（１）の分野に則った範囲の社会保障給付におけ
る国と地方の役割分担に応じた配分を実現することとし、国とともに社会保障制度を支える地方自治体の
社会保障給付に対する安定財源の確保を図る。

（４） 消費税率の段階的引上げ

上記（１）～（３）を踏まえ、社会保障給付の規模に見合った安定財源の確保に向け、まずは、
2010 年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革に
かかる安定財源を確保する（別紙３）。
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社会保障・税一体改革成案（抜粋）⑤

社会保障・税一体改革にあたっては、「国と地方の協議の場」で真摯に協議を行い、国・地方を通じた改
革の円滑かつ着実な推進を図る。

社会保障改革については、税制抜本改革の実施と併せ、別紙２に示された工程表に従い、各分野にお
いて遅滞なく順次その実施を図る。

Ⅴ 社会保障・税一体改革のスケジュール

税制抜本改革については、政府は日本銀行と一体となってデフレ脱却と経済活性化に向けた取組み
を行い、これを通じて経済状況を好転させることを条件として遅滞なく消費税を含む税制抜本改革を実
施するため、平成21 年度税制改正法附則104 条に示された道筋に従って平成23 年度中に必要な法制
上の措置を講じる。



（※） 成案においては、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」とされている。

（注１） 消費税収は、現在は、国分は予算総則により高齢者3経費に充てられ、地方分は一般財源である。

（注２） 消費税収（国分）を充当する社会保障給付の具体的分野（2015年度時点）は、高齢者3経費を基本としつつ、今後検討。

（注３） 社会保障4経費とは、社会保障給付公費負担のうち「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費
用」（平成21年度税制改正法附則104条）をいう。所要額は厚生労働省による推計（2011年5月時点）。また、基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全
体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。

（注４） 2015年度の消費税収は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年１月）に基づく推計（年央に改訂）。

うち
高齢者３経費

22.1兆円

32.0兆円

消費税収
（国・地方）
12.8兆円

37.0兆円

（２０１１年度）

消費税収
（国・地方）
13.5兆円

9.3兆円
（４％相当）

12.8兆円
（５％弱相当）

うち
高齢者３経費

26.3兆円

社会保障4経費
（国・地方）

（２０１５年度）（※）

現状ベース 改革後ベース

消費税収
（国・地方）

うち
高齢者３経費 ５％

制度改革に伴う増及び
消費税引上げに伴う社
会保障支出の増社会保障4経費

（国・地方）

社会保障4経費
（国・地方）

現行５%
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社会保障の安定財源確保の基本的枠組み
平成23年６⽉30⽇

政府・与党社会保障改⾰検討本部決定



社会保障改革の安定財源の確保

機能維持 １％相当

消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増 １％相当

5％相当の
安定財源の

確保

機能強化 ３％相当

・制度改革に伴う増
・高齢化等に伴う増
・年金2分の1（安定財源）

※税制抜本改革実施までの２分の１財源

消費税収
（国・地方）

うち
高齢者３経費

社会保障4経費
（国・地方）

（2015年度）（※）

改革後ベース

５％

５％

（注２） 高齢化等に伴う増は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸びを超える増加のことである。

（注１） 消費税引上げに伴う社会保障支出等の増には、消費税を引き上げた場合に増加する国・地方の物資調達にかかる支出も含まれる。所要額は、財務省推計（ 2011年5月時点）であり、今
後各年度の予算編成過程において精査が必要。

（注３） 機能強化の額は、厚労省による推計（2011年5月時点）。機能強化の具体的な内容は、別紙１のとおり。

制度改革に伴う
増及び消費税引
上げに伴う社会
保障支出の増

（国・地方）

（注４） 社会保障4経費とは、社会保障給付公費負担のうち「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」（平成21年度税制
改正法附則104条）をいう。所要額は厚生労働省による推計（2011年5月時点）。また、基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた
社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。

（※） 成案においては、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」とされている。

平成23年６⽉30⽇
政府・与党社会保障改⾰検討本部決定
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３．市町村国保の都道府県単位化



【高齢者医療制度改革会議の最終とりまとめ】

○ 新たな制度では、まず第一段階において、75歳以上について都道府県単位の財政運営とする。

○ 75歳未満については、現在、市町村ごとに保険料の算定方式・水準が異なることから、一挙に都
道府県単位化した場合には、国保加入者3,600万人の保険料が大きく変化することとなるため、都道
府県が策定する「広域化等支援方針」に基づき、保険料算定方式の統一や保険財政共同安定化事
業の拡大などの環境整備を進めた上で、第二段階において、期限を定めて全国一律に、全年齢での
都道府県単位化を図る。

＜第一段階（平成25年度～）＞

７５歳

都道府県単位
の財政運営に
向けた環境整備
を進める

国 保 被用者保険

都道府県単位の
財政運営

＜第二段階＞

被用者保険国 保

全年齢を対象に
都道府県単位の
財政運営

＜ 現行制度 ＞

国 保 被用者保険

独立制度による
都道府県単位の財政運営

（運営主体：広域連合）

75歳

市町村単位の
財政運営

・財政基盤
が弱い

・保険料が
バラバラ

高齢者医療制度改革会議における「都道府県単位化」の整理

※「都道府県単位の財政運営」の主体を具体的にどこにすべきか、引き続き検討する。 25
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【全国市長会】

１ 国が保険者となり、すべての国民を対象とする医療保険制度の一本化を実現する必要がある。
２ その実現までの間、国の責任を明確にした上で、都道府県を運営主体とし、市町村との適切な
役割分担のもと、国保制度の再編・統合を行う必要がある。

また、高齢者医療制度を含め、国保の再編・統合の時期については、早期実現を図るため、当
該施行時期を明確に示すことが肝要である。

３ 国保の構造的問題に対処し安定的かつ持続的運営ができるよう、公費負担の拡大と国庫負担割
合の引上げなど国保財政基盤の拡充・強化を図るとともに、国の責任と負担において、実効ある
措置が講じられる必要がある。

４ 所得把握と医療費適正化のため、共通番号制度の導入やⅠＣＴ化を図る必要がある。

関係者の意見 ①

【全国知事会】
① 現行の後期高齢者医療制度は維持し、安定的な運営に努めるべき
② 国民健康保険制度は、国費の拡充等により、安定的な運営を確保すべき
③ 持続可能な制度が構築されるならば、都道府県も積極的に責任を担う覚悟。

○ 国民健康保険制度の構造的な問題に対する抜本的な解決が図られ、持続可能な制度が構築され
るならば、都道府県としても積極的に責任を担う覚悟はある。
（※ 将来的には、医療保険制度の全国レベルでの一元化を目指すべきとの意見あり）

【全国町村会】
○ 医療保険制度の一本化の実現に向けて

・ 国民皆保険制度を堅持するためには、負担と給付の公平が不可欠であり、公的医療保険制度を全て
の国民に共通する制度として早期に一本化すべき。

・ まずは、国保は都道府県単位に広域化し、運営基盤の強化を図る。
・ 次いで、都道府県を軸とした保険者の再編・統合を推進し、最終的には医療保険制度の一本化。

○ 公費投入による財政基盤の強化が不可欠

平成23年4月7日
集中検討会議への準備作業会合
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【総務大臣】 （5月23日集中検討会議）

③ 国民健康保険制度の持続可能性の確保

⇒ ・ 国民健康保険を都道府県単位化することにより、保険料の格差是正や財政基盤の安定化を推
進（将来的に、国民健康保険及び被用者保険の一元化を視野）

・ 国保に低所得者が集中する構造に鑑み、公費配分や被用者保険との財政調整等により財政
基盤を強化

【民主党社会保障と税の抜本改革調査会】

「『あるべき社会保障』の実現に向けて」 （5月26日）

○増加する非正規労働者の市町村国保への加入状態を、本来の被用者保険に適用する方策を検討する。

○医療保険の最後の砦である市町村国保、被用者保険の最終受け皿である協会けんぽの基盤強化のた
め、広域化とともに国と都道府県の役割の見直し等を行う。将来的には、医療保険制度の一元的運用を
通じて、国民皆保険を堅持する。

○後期高齢者医療制度廃止に向けた取り組みを進める。加速する少子高齢社会における高齢者に係る
公費負担割合の見直しを検討する。医療保険の自己負担割合の見直しも検討する。

関係者の意見 ②

【社会保障と税の一体改革成案】

市町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政基盤の強化



国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議

１．協議の趣旨

「社会保障改革の推進について」（平成22年12月14日閣議決定）においては、平成23年半ばまでに社会保障の安定・強化のため

の制度改革案等について、政府としての成案を得ることとされており、厚生労働省においても「厚生労働省社会保障検討本部」を
設置し、検討を進めているところである。

こうした中で、特に、国民健康保険制度のあり方については、地方団体の意見を十分伺いながら検討を進めることが必要である
ことから、国民健康保険の構造的な問題を踏まえ、その基盤強化策等について検討するため、厚生労働省（大臣はじめ政務３役）
と地方（知事・市長・町村長の代表）の協議の場を設ける。

また、併せて、事務レベルのワーキング・グループ（非公開）を設ける。

２．ＷＧメンバー
全国知事会 栃木県、愛知県、鳥取県
全国市長会 福島市、高知市
全国町村会 井川町（秋田県）、聖籠町（新潟県）
厚生労働省 保険局総務課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、調査課長

３．ＷＧの日程
第1回ＷＧ 2月25日 ※3月中に第2回、第3回を予定していたが、震災のため中止
第2回ＷＧ 6月6日
第3回ＷＧ 7月14日

４．協議事項
（１）市町村国保の構造的問題の分析
（２）市町村国保の構造的問題への対応

・低所得者対策等のあり方
・事業運営・財政運営の広域化
・保険料収納率向上への取組
・地域における医療費適正化の推進
・法定外一般会計繰入れ等の解消支援策
・財政支援のあり方 等

（３）その他、地方からの提案事項 28



平成２２年の国保法改正により、市町村国保の事業運営の都道府県単位化の環境整備を

進めるため、都道府県が「広域化等支援方針」を策定することが可能に。

平成２２年の国保法改正により、市町村国保の事業運営の都道府県単位化の環境整備を

進めるため、都道府県が「広域化等支援方針」を策定することが可能に。

広域化等支援方針の策定
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◎ 平成２２年１２月末までに策定した都道府県 ４２都道府県

１．保険者事務の共同実施（１１）
青森県・栃木県・富山県・石川県・岐阜県・滋賀県・
京都府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・高知県・

２．医療費適正化の共同実施（１９）
青森県・福島県・茨城県・富山県・石川県・岐阜県・
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・
和歌山県・鳥取県・山口県・愛媛県・高知県・
佐賀県・大分県・宮崎県

３．収納対策の共同実施（１５）
北海道・青森県・宮城県・茨城県・石川県・長野県・
岐阜県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・
和歌山県・鳥取県・宮崎県

４．保健事業の共同実施（１３）
青森県・福島県・茨城県・石川県・岐阜県・滋賀県・
京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・
山口県・福岡県

５．保険財政共同安定化事業（対象医療費の拡大）（３）
埼玉県・滋賀県・佐賀県

６．保険財政共同安定化事業（拠出方法の変更）（６）
青森県・埼玉県・滋賀県・京都府・大阪府・佐賀県

７．都道府県調整交付金（１８）
北海道・青森県・宮城県・秋田県・埼玉県・富山県・
山梨県・岐阜県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・
兵庫県・和歌山県・鳥取県・愛媛県・佐賀県・沖縄県

８．広域化等支援基金（１３）
北海道・青森県・埼玉県・千葉県・岐阜県・三重県・
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・
愛媛県・佐賀県

９．保険者規模別収納率目標（４１）
長野県を除く４１都道府県

１０．赤字解消の目標年次（２）
兵庫県・愛媛県

１１．標準的な保険料算定方式（３）
福島県・埼玉県・佐賀県

１２．標準的な応益割合（６）
青森県・秋田県・福島県・埼玉県・京都府・香川県

※ 未策定の都道府県 新潟県・福井県・島根県・徳島県・山形県


